
理

由

我
が
国
金
融
・
資
本
市
場
の
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
金
融
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
特
定
の
投
資
家
に
参
加
者
を
限

定
し
た
市
場
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
投
資
信
託
商
品
の
多
様
化
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
係
る
兼
職
規
制
の
撤
廃
等
を
行
う

ほ
か
、
課
徴
金
に
つ
い
て
算
定
方
法
及
び
対
象
範
囲
を
見
直
す
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


